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１．はじめに 

国内景気は、一部に弱めの動きもみられますが、緩やかに回復しております。海外経済におい

ては、各国の通商政策等の影響を受けて一部に弱めの動きもみられますが、総じてみれば緩や

かに成長しております。 

群馬県内の経済は、個人消費が緩やかに回復しつつあるほか、生産活動は全体としては持ち

直しつつあります。一方、雇用情勢は新規求人数が減少し、有効求人倍率は低下しており、足踏

みの状況にあります。 

この様な経済環境のもと、当組合は 2024年９月に公表した「第５期経営強化計画（2024年４

月～2027年３月）」に基づき、中小規模事業者をはじめとする地域の皆様へ安定的かつ円滑な資

金供給を行うために、「新しいビジネスモデルへの転換」に取組むなど様々な施策を同計画に掲

げ役職員一丸となって取組んでまいりました。 

今後も、第５期経営強化計画に掲げる諸施策に引き続き全力で取組むことにより、取引先が

抱える課題・問題の解決をサポートしながら、地元経済の再生・活性化に資する地域密着型金融

を推し進めていく所存です。 

 

２．経営の改善に係る数値目標の実績 

（１）収益性を示す指標 

【コア業務純益】                          （単位：百万円） 

 2024年 3月期 

（計画始期） 

2025年 3月期 

実績 

2026年 3月期 

計画 

2027年 3月期 

計画 

始期からの改

善額 

コア業務純益 732 793 708 1,000 ＋268 

（注）コア業務純益 ＝ 業務純益 ＋ 一般貸倒引当金繰入額 － 国債等債券関係損益 

 

（２）業務の効率性を示す指標 

【業務粗利益経費率（機械化関連費用除く）】               （単位：％） 

 2024年 3月期 

（計画始期） 

2025年 3月期 

実績 

2026年 3月期 

計画 

2027年 3月期 

計画 

始期からの

改善額 

業務粗利益経費

率（機械化関連費

用除く） 

75.12 75.55 75.45 67.94 △7.18 

（注）業務粗利益経費率 ＝ （経費 － 機械化関連費用） ／ 業務粗利益 

※機械化関連費用には、事務機器等の保守関連費用等を計上しております。 

 

これらの指標の動向につきましては、2026年３月期実績の状況を次回に報告する予定です。 

（注）協同組織金融機関は年度決算であることから、これらの計数については、年度計数を報す

ることとされております（金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第 80条）。 
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３．経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

（１）営業推進態勢の強化による貸出の増強 

①収益改善策の取組みについて 

ア．本部営業推進部門は、PDCA サイクルによる営業推進活動の継続的な取り組みに努める

とともに、各営業店の活動内容についても把握し、営業店の渉外担当者に対する行動障

壁の実態把握及び排除に向けた取り組みを行っております。 

2025 年度上期においても、部会担当者による営業店の臨店指導等を通じて、渉外担当

者に対する職位・職責に応じた営業推進サポート（OJT に基づく同行訪問実施）、融資営

業力のスキルアップ（営業力強化研修実施）に取り組んでおります。 

 

イ．渉外担当者における各職位階層に応じた PDCA サイクルの実践的な活動態勢を確立し、

本部と営業店間の情報共有の促進を図ることを念頭に置き、営業店の好事例や課題点を

相互に共有し、本部より営業店に対して具体的な推進策の提言等を行い、各営業店の営

業態勢強化を図りながら融資増強に取り組み収益確保に努めております。 

2025 年度上期は、円安、インフレの影響等を踏まえて当組合の中小規模事業取引先に

対し、国・県・市町村の各種制度資金（保証協会付）活用及びプロパー貸出（グッドウイ

ルローン・特別経営支援資金）による融資推進において、信用リスクを考慮した金利設定

を踏まえた上で、取引先の資金ニーズに対して迅速な融資対応に努めました（2025 年９

月末現在、貸出金全体の約定平均利率は 1.936％、前期末対比プラス 0.126 ポイント）。

また、個人ローン分野においては、ドコモ・ファイナンスとの提携ローン「チェンジフリ

ー」の取扱いにより、個人向け消費者ローン残高の底上げを図り収益強化にも積極的に

取り組んでまいりました。2025 年９月末には上記ローン商品の貸出金残高は 2,450 百万

円、約定平均利率は 8.631％を確保いたしました。なお、しんくみ保証付フリーローン「チ

ョイス」についても積極的な推進活動を図り、2025 年９月末において、816 百万円の残

高を確保しました(約定平均利率 8.157％)。 

これらの取り組みについては、いずれも低利・大口偏重型のボリューム追及ではなく、

小口多数化を主体とした貸出金増強を基本としており、今後も地域密着型金融の基本理

念の下、既存先はもとより、純新規先への法人・個人事業主・一般個人取引先に対しても

幅広く融資提案を行うことにより、総体的な貸出金残高の増加、約定平均利率の上昇に

努め、当該年度の貸出金利息計画の達成に向けた、事業先・個人顧客先に対する総合的な

融資推進増強に取り組んでおります。 

 

ウ．2025 年度においても、より効率的な営業推進態勢を構築するため、経営資源の再点検

を実施のうえ業務の効率化を図りながら、地域の皆様への円滑な金融サービスの提供に

取り組む方針であります。これまで大口優良先、地公体融資に対して低利での融資対応

によりボリュームを確保してきた面もありましたが、現在は、約定平均利率の上昇を念
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頭に置き、組合全体の貸出金利回りの低下抑制を意識しながら、貸出金のボリュームよ

り利息収入額を重要視する方針へ転換して融資増強全般（事業性資金・個人ローン）に取

り組んでおります。また、経営改善支援先に対する資金繰り支援及びコンサルティング

営業（融資条件変更含む）を今年度も活動の基本とし、融資推進としまして「特別経営支

援資金Ⅱ」の取り扱いを継続しております。 

 

エ．これまでの貸出金利息減少基調を受け、2020 年度より収益改善策の一つとして、役務

取引等収益の拡充にも注力しております。 

具体的には、元本保証型合同運用指定金銭信託商品（しんくみ相続信託）や医療保険商

品、がん医療共済等の販売により、組合収益力の強化に取り組んでおります。2025 年度

上期においても、しんくみ相続信託、がんサポート共済（2022年度より新規取扱い開始）、

健康のお守り、ラブ定期積金（生命共済付）の推進強化により、役務取引等収益の増収確

保に積極的に取り組みました。 

今後においてもこうした付随業務に対する営業推進活動を継続してまいります。 

 

②営業推進態勢の強化 

ア．営業推進４部会制の機能強化・充実 

更なる融資増強に向けた営業推進態勢の強化を図るため、営業推進３部会制を 2025

年４月より４部会制に変更しました。収益性をより重視し、店舗間の稼ぐ力を基本と

した中で、過去３年間の貸出金利息推移を検証し、営業店を貸出金利息の増加率で４

つのカテゴリー（強化店・準強化店・推進店・維持店）へ区分変更しました。 

融資増強に対する課題・営業情報の共有や営業推進面の目線合わせ(営業手法・推進

項目の目標設定)を図りながら、同一部会内店舗間の競争意識を高めるともに相乗効果

を生み出してまいります。 

2025 年度上期においても、経営強化計画における貸出金利息計画の必達に向けて、

部会ごとに自店の利息計画目標を達成できるよう、同一部会内店舗間の情報共有・連

携を強化し、切磋琢磨できる店舗環境の整備に取り組みました。 

具体的な取り組みとしては、現在、貸出金利息増収策と位置付け実施している全店

一斉推進活動（2022年 11月導入）において、営業推進部部会担当者が４部会ごとにグ

ルーピング化した各店の実施状況を、営業推進部が月次報告書資料（各店活動実施後

作成）により内容確認・検証を行い、各店の推進状況・結果を把握することにより、好

事例等については他の部会店舗に情報提供を行うことで、成果に対する店舗間、職員

間の競争意識（渉外担当者・内勤女性職員）を高めながら獲得推進に取り組んでおり、

今後もこうした営業活動内容の精度を高めてまいります。 
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イ．営業推進活動に対する PDCAサイクルの確立 

営業推進４部会制による営業推進活動においては、営業推進部長及び部会担当者の１

名を配置し、営業店の営業力強化に対するサポートに努めております。 

具体的な取り組みとしては、営業推進部長及び部会担当者が、定期的に営業店を臨店

し、支店長や渉外担当者と店舗業績面、営業活動面について対話する機会を積極的に設

け、業務遂行上の行動障壁等に関する課題・問題点を確認、その内容を部内において各

営業店の問題解決に向けた改善策の検討に努めております。営業推進部長及び部会担当

者は、営業店臨店の実施により、推進リストの活用状況を確認した上、部会担当者は営

業担当者との同行訪問を通じて OJT研修を兼ねた提案セールス活動を展開し、融資スキ

ルアップの強化に努めております。 

また例月の経営強化計画進捗管理委員会や常勤役員会において、営業推進項目に対

する全店の獲得実績状況、問題点・挽回策についても営業推進部長が報告し、組織全体

で全店の業績に対する実態把握を行い、これらに基づき情報共有を行うことにより、

本部と営業店の連携強化を図りながら、営業推進活動に対する PDCAサイクルの確立に

努めております。 

2025 年度上期においても、営業推進部長及び部会担当者の定期的な営業店臨店によ

り、本部と営業店の連携強化による PDCAサイクルの好循環に最大限努め、営業推進態

勢の強化を図りました。 

 

ウ．各種会議の運営について 

営業力の底上げを図るための建設的な議論を行う場であることを明確にし、自店及

び他店の問題点改善に向けた協議の充実や同一部会内他店の営業ノウハウ・好事例の

共有化を図るため、各種会議の運営においては、４部会支店長会議・４部会営業リーダ

ー会議をそれぞれ年２回開催し、特に４部会支店長会議の実施方法については、各部

会の支店長による問題点・課題点及び営業推進面の好事例・失敗例等に関するディス

カッション形式にて実施しております。 

2025 年度は、４月に４部会支店長会議、７月に４部会営業リーダー会議を開催しま

した。 

引き続き、部会各営業店の情報共有を活かしながら組織全体における営業力の強化

に取り組む方針であります。 

 

③融資特化型営業の定着 

融資主体の営業活動に一層注力するため、2019 年９月以降、定期積金の集金業務に関す

る見直しに着手し、コロナ禍であったことも踏まえ、2020 年度に個人向け定期積金の集金

業務を原則終了しました。これにより捻出した時間を融資推進活動に充てることで融資営

業の強化に繋げることとしております。 
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また、融資特化型営業の施策として 2020 年 11 月より、全店統一の取り組みとして一斉

推進活動日を導入して、各営業店は月６回の一斉推進活動を実施することにより、渉外担

当者のみならず、全店の職員（内勤職員による窓口営業含む）における営業推進活動日と位

置付けて、主に融資増強に向けた取り組みを実施しております。 

一斉推進活動の導入により、営業店職員の全員セールスを基本とし、実施日においては

各職員が獲得目標を掲げ推進に取り組むことにより、数多くの成功体験を重ねながら最終

的には全営業店の諸項目に対する実績計上に努めております。 

一斉推進活動における具体的な取り組みとしては、まず融資推進見込み先を抽出し、推

進商品における融資提案書を作成するなどの事前準備をした上で、一斉推進活動日には朝

礼時に職員全員による活動実施の周知（訪問先・推進項目・獲得目標等）を行い、さらに終

礼時に取り組みの内容・結果報告（訪問内容・獲得実績等）、顧客情報の共有を行うことに

より、全店職員が営業推進項目に対する獲得意識を高めております。 

また、一斉推進活動内容については、渉外担当者は事業性融資、個人ローンの推進強化、

内勤者は定期性預金、信託商品、医療保険商品・共済商品等の窓口セールスの他、窓口来店

顧客に対する融資見込み情報を渉外担当者へトスアップし、成約に繋げる事を念頭に置い

て取り組んでおります。 

全店が統一した営業推進活動を実施することにより、組合職員全体の営業推進に対する

取り組み姿勢にも変化が表われており、営業推進活動において数多くの成功体験を積み重

ねることで、融資特化型営業に対して組織一体的な取り組みを継続してまいります。 

 

④Area Power有効利用の確立 

2022年度より新たな営業支援システムとして「Area Power」を導入しております。 

本システムは、①外出先での顧客情報の閲覧、訪問管理、電子チラシ等による効率的な営

業推進の実現、②訪問計画、結果や預り管理のシステム化による渉外事務、帰店後処理の軽

減が効果として挙げられます。 

一方で、営業担当者ごとに訪問計画(推進先、方法・目標の事前準備)、行動・目標・実績

管理の入力に差が生じていることが、課題として挙げられることから、本経営強化計画で

は、以下のとおり当ツールの活用を更に進め、本部・営業店一丸で、営業推進態勢の強化を

図っております。 

 

ア．訪問計画の明確化 

部会担当者は、営業店が Area Power上にて毎日作成する訪問計画（推進先、方法・

目標の事前準備）の意義について十分に周知させるとともに、渉外担当者ごとの推進・

訪問状況を把握し、営業店サポート活動のフォローアップに努めております。 
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イ．行動・目標・実績管理 

部会担当者は、営業店に対し Area Powerを推進ツール・情報管理として有効に活用

するようサポートするとともに、営業推進方法の実態把握及び問題改善策を立案する

など継続的な営業店サポートに努めております。 

 

⑤法人戦略（事業性融資） 

事業性融資については、新規融資につながる対象先リスト等の推進ツールを営業推進部

で作成し、営業店に提供するほか、融資成約見込先を明確化し、渉外担当者による訪問活動

で中小規模事業者の事業実態（定量情報・定性情報）を十分把握したうえで、資金繰り支援

を中心とした提案セールスに取り組んでおります。 

また、融資完済先リストを作成し、融資落ち込み先に対する推進ツールとして活用し、取

引先の維持・増加を図っております。 

2025 年度上期の事業性融資に関する取り組みとしては、債務者区分が正常先、要注意先

以下の中小規模事業者などへの事業性評価に基づき、資金繰り支援を慎重に対処しながら、

これまでの取り組みと同様に小口多数化の方針により融資提案に努めております。 

具体的な事業性融資推進にあたっては、当組合プロパー資金の長・短期融資（グッドウイ

ルローン、特別経営支援資金Ⅰ・Ⅱ含む）、及び保証協会付各種制度資金（経営サポート資

金・県小規模企業事業資金・市町村小口資金等）による融資提案を柱とし、信用リスクに見

合った金利が確保できる取引層を増やすことも念頭に置き、個別融資案件ごとにおける適

正金利の確保に努め、貸出金利息収入の増加に努めております。 

 

⑥個人戦略（消費性融資、住宅・教育融資） 

消費性融資については、2020 年８月に導入した個人フリーローン「チェンジフリー」の

推進等によって、新たな顧客層（リボ払い利用者等の借換需要）の獲得に繋がったことか

ら、現在も引き続き販促ツール（DM発送、エリアポスティング実施、職域提携先への推進、

ポスター掲示、QR コード入り名刺配布、イーローン広告サイト等）を活用しながら、対面

営業と Web申込の双方から推進しております。 

当組合は、2018 年４月よりしんくみ保証付 Web 完結型ローンを導入し、職域提携先従業

員へのフリーローン「チョイス」の融資利用を促進しております。現在、Web完結型ローン

の推進にあたっては、様々なプロモーションツール（職域提携先への周知ポスター、QR コ

ード入りショップカード、QR コード入り名刺、DM 発送、イーローン広告サイト活用など）

を使って Web誘導を強化しております。 

2025 年度上期においても、個人取引先への拡充については、職域提携先への定期的な訪

問を実施することにより、組合広告ポスター掲示や QRコード入り商品ショップカードの配

布を営業ツールとしており、事業先従業員に対しては各種ローンの商品説明会を開催する

など、顧客への個人ローン推進における周知活動を強化した取り組みを継続実施して個人



7 

 

ローンの利用者の増加に努めております。 

特に、フリーローン「チェンジフリー」・「チョイス」につきましては、既存の消費者ロ

ーン（カードローン含む）利用者はもとより、新たなフリーローン利用顧客の囲い込みを展

開することにより、個人消費者ローン残高の底上げ及び約定平均利率の上昇に繋げること

を念頭に置き、今後においても組合収益確保の主要項目に位置付けて総体的な貸出金利息

の増収に向け取り組む考えでおります。 

なお、上記２商品の 2025 年９月末実績は「チェンジフリー」ローン残高 2,450 百万円、

約定平均利率 8.631％、「チョイス」ローン残高 816百万円、約定平均利率 8.157％を確保

しております。 

 

（２）人材育成と積極的な女性職員活用 

①女性融資担当者の育成 

女性管理職・監督職の育成については、融資、営業業務の能力開発が不可欠であり、特に

融資業務は法務知識を始め、幅広い業務スキルを必要とすることから、2022 年度より、毎

年 10月から３月にかけて「女性融資研修」（４名ずつ３年、計 12名）を実施してまいりま

した。 

2025 年度については、実務能力の更なる向上を目指して「融資フォロー研修」を９月と

10月にそれぞれ２日間実施し、第１回女性融資研修に参加した融資担当４名を対象として、

業務スキルの定着状況や業務上の悩みに関する確認を行いました。 

 

②若手職員の育成 

2025 年５月から７月にかけて、営業経験が豊富な営業店職員１名を、新築移転した高崎

北センターに指導者として常駐させ、OJTを通じて、主として営業経験の浅い若手職員に対

する指導を行い、融資営業力の強化を図りました。 

営業推進部・融資部・総合コンサルティング部と互いに連携しながら階層・能力別の少数

研修を実施することを協議し、2025年９月に「若手渉外実務研修（４名・集合形式）」実施

いたしました。また、10月、12月には「知財支援リレー人材育成プログラム（12名・セミ

ナー、ワークショップ）」の実施を予定しております。 

 

③職員の処遇改善 

営業店業務の省力化を行うことで、渉外担当者の増員を図り収益を高めていき、メリハ

リを付けた人事考課を行っていく中での職員処遇改善を協議しております。 

 

（３）経営効率化への対応 

①店舗政策の見直し 

店舗政策につきましては、更なる経営効率化と融資推進を中心とした店舗体制を構築す
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るため、2025 年５月に群馬町支店、箕郷支店、沖支店、倉渕支店の 4 店舗を一拠点に集約

し、「高崎北センター」として店舗を新築しました。 

 

②戦略的な人員配置 

前経営強化計画では店舗政策や業務効率化による余剰人員を経済活動の活発な地区の営

業部門に再配置してまいりました。今後こうした対応を継続するとともに、中途退職への

対応として、即戦力としての効果を得るため、内勤業務は金融経験者を優先したパート採

用、専門性の高い本部や金融知識の必要な営業担当は実務経験を重視し、正職員として戦

力となる人材の確保に努めております。 

新卒採用については将来に向けて人財を確保するため、人件費計画の範囲内で毎年 10名

程度を採用する方針とし、2025年度新卒採用内定者は大卒４名（男性３名、女性１名）、短

大卒２名（女性２名）、高卒２名（女性２名）計８名となっております。 

 

③人件費の圧縮 

システム導入等による事務合理化を進めることで営業店業務負担の軽減を図り、中途退

職者の補充が不要となる態勢構築に向け、人件費圧縮に努める方針としております。2025

年９月末における人件費は、年間計画（1,342百万円）比 49.62％の 666百万円と計画を下

回るラップとなっております。 

 

④事務の効率化 

各種システム機器の活用や運用の見直し等により事務の効率化を進めており、職員の負

担軽減と少人数運営の両立を図っております。 

ア．ペーパーレス化への対応 

a.組合内にて紙ベースにて提出している各種報告書を順次ワークフロー化することで業

務の効率化とペーパーレス化を図っております。現在も様々な報告書についてシステ

ム関連子会社と開発を進めており、早期の稼働を目指しております。 

b.現在、信用組合業態においてバンキングアプリの開発を進めており、バンキングアプ

リのリリースに合わせて「通帳レス口座」の導入に向けて商品開発を進めて参ります。 

 

イ．営業店事務処理の本部集中化 

a.営業店において負担の大きい事務を順次本部集中化しており、現在に至るまで、預金

調査回答事務・為替事務・口座振替依頼書事務・相続事務を本部集中化して参りまし

た。更なる本部集中化に向け、新たなシステムの導入や既存業務の運用変更などにつ

いて検討を続けており、営業店において負担の大きい事務や集中化を希望する業務に

ついてヒアリングを実施しながら、より効果的な対応を進めて参ります。 

b.2027 年４月に予定されている「手形・小切手の全面的な電子化」に対応するため、で
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んさいや法人向けインターネットバンキングへの切替えを進めており、2025 年８月に

以下の施策について発表し、当座預金利用者に案内を周知いたしました。 

・2025年 10 月から、手形帳・小切手帳発行手数料を引上げること 

・2025年 10 月から、当座預金の払戻請求書による払戻しの取扱いを開始すること 

・2025 年 10 月から、2027 年４月以降を期日とする手形・小切手の取立受付を終了す

ること 

・2026年３月末をもって、手形帳・小切手帳の発行を終了すること 

引き続き、でんさいや法人向けインターネットバンキングへの切替えを進め、営業店

の事務負担軽減を図って参ります。 

 

ウ．営業店事務の簡素化 

a.電子記帳台の活用 

新規口座開設・諸届等に係る事務処理を簡素化し、職員の負担軽減と事務効率化を

図ると同時に顧客の手続き負担の軽減にも寄与しております。2025 年９月現在、預金

特化型店舗１店舗を除く全店舗に導入しており、CS・ES 両面の向上が図られておりま

す。 

電子記帳台に付属するスキャナーは、運転免許証・マイナンバーカード・在留カード

等の本人確認資料の真贋判定が可能であることから、新規口座開設・諸届以外の場面

においても、不正防止対策として積極的に活用しております。 

b.セミセルフキャッシャーの活用 

営業店窓口にセミセルフキャッシャーを導入し、職員のキャッシュレスハンドリン

グを可能にすることで、現金処理の効率化と現金事故リスクの低減を図っております。 

 

エ．職員の事務処理能力強化 

一部の預金特化型店舗を除き全店舗に導入した、セミセルフキャッシャー・電子記

帳台を積極的に活用し、全職員が一定レベルの事務処理を遂行可能な運用とすること

で、事務ミスの削減を図っております。 

事務管理部では、営業店臨店を定期的に実施し、セミセルフキャッシャー・電子記帳

台の運用状況をチェックし、より効果的な運用方法の指導を行っております。これら

の取組みにより、窓口における現金事故の発生はありません。 

 

（４）信用コスト削減のための取組強化 

①審査・管理態勢の継続的な取組強化 

ア．「理事長案件審査会」 

貸出金総額 500 百万円超の先、実行後の貸出金総額が 200 百万円を超え、案件単体

の与信金額が 100百万円以上、かつ案件単体の保全不足が 50百万円以上となる先の案
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件については、理事長をはじめとする常勤理事、関係部長及び対象営業店長で構成す

る「理事長案件審査会」に付議、審査しております。 

2025 年度上期は延べ 223 先の理事長案件審査会付議案件を慎重に審査してまいりま

した。 

 

イ．「対応方針検討協議会」 

大口与信先の信用リスク管理の徹底を目的とし、「対応方針検討協議会」を継続開催

しております。従前から大きな変更点はありませんが、2025 年度より協議会の実効性

向上の一環として、正常先の抽出基準を未保全額大口上位 50先に変更し、より信用リ

スクに焦点をあてたものとしました。対象先については、定量的な分析にととまらず、

定性面を考慮し取引先の事業実態を十分に把握した上で具体的な協議が出来るよう努

めております。また、足元の業況確認、予兆管理強化の観点から必須の添付資料に試算

表や資金繰り表を追加するなど、適宜協議会の内容や仕組みを更新し運用しておりま

す。 

 

ウ．「営業店長ヒアリング」 

延滞先の管理については、担当役員と融資部による「営業店長ヒアリング」（部店長

及び融資担当者へのヒアリング）を実施し、延滞先の実態に応じた具体的な対応方針

を決定するとともに、その対応の進捗状況を確認し、問題点がある場合には改善を指

示しております。また、「営業店長ヒアリング」の結果に基づき、延滞率の改善並びに

不良債権のオフバランス化を図るため、債権売却計画に注力しており、2025年度は 25

先 688百万円の債権売却を実施いたしました。 

 

②事業再生支援への取組みを通じた不良債権化の防止 

ア．総合コンサルティング部の創設による事業再生支援への取組強化 

組合内における事業再生分野の浸透、促進を目的に総合コンサルティング部を 2021

年に創設し４年が経過しますが、事業再生分野の考え方や、取り組み方など一定の理

解が進んだものと考えております。また、昨今の物価高などから中小企業の経営環境

は厳しさを増しており、事業再生に向けた早期着手の必要性が増し、担当部の役割も

高まっていると思われます。2025 年度上期に特に意識した点は、営業店職員との協働

であり、事業再生支援の早期着手を重視し、職員への意識づけ及び事業者の意識改革

を促進するために経営改善計画策定支援やプレ再生支援を有効的に活用いたしました。 

2025年度上期は、16件の相談案件を受付し、課題解決に向け取組を進めるとともに、

４件の経営改善計画書の策定が完了いたしました。 
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イ．外部機関等との連携等によるコンサルティング機能の発揮 

事業再生支援の要諦は、外部機関との連携にあると認識しております。実効性の高

い経営改善計画書やモニタリングなどは、外部機関との協働により成立するものであ

り、またノウハウ吸収にもつながると考えております。上記ア.における 16 件の相談

案件についても、全て外部機関との連携で進めており、その内訳は、中小企業活性化協

議会（405事業）５件、外部専門家２件、信用保証協会４件、よろず支援拠点５件とな

ります。 

 

ウ．「事業再生ファンド」の活用促進 

事業再生や事業転換が必要な事業者に対し、事業再生ファンド「ぐんま中小企業再

生ファンド」及び「しんくみリカバリ」の活用を検討しておりますが、2025 年度上期

において実績はありませんでした。今後も事業再生支援の有効な支援策と捉え、引き

続き活用を協議、検討して参ります。 

 

③職員の目利き力及び再生スキルの向上 

外部機関への出向や外部機関との連携、協働による職員の能力向上を積極的に行ってお

ります。外部機関への出向は、2022 年度下期以降の実施実績はありませんが、帰任後に専

担部署に配属し、組織内へのノウハウの普及、浸透を図っております。また、直近において

は担当部と営業店の協働、外部専門家との協働に営業店担当者を参画させるなど実践形式

による取組を進めております。 

 

（５）経営強化計画の確実な履行体制の構築 

①本部の各機能の役割 

ア．常勤役員会 

常勤役員、執行役員、本部部室長で構成し、個々に担当している部署に関する重要

な業務の執行について協議し、組合全体の事項として共通認識を図り、その後の方向

性などを決定しております。 

 

イ．経営強化計画進捗管理委員会 

理事長を委員長とし常勤役員、執行役員、本部部室長を構成員とする「経営強化計

画進捗管理委員会」を設置し、本経営強化計画の進捗状況を管理しております。 

委員会は、月１回開催し、全体、店別の収益計画達成状況などの検証、未達成要因

の分析、それぞれの営業店が抱える課題の検討や好事例の共有及び営業店への還元な

どを行っております。 

また、現場で吸い上げた検討事項等を協議したうえで具体的な改善策を提示してお

ります。 
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ウ．本部各部署（総合企画部、営業推進部、融資部等） 

本部各部署は、各種会議や営業店臨店ヒアリング等による営業店の現場ニーズの収

集及び情報の共有化を進め、速やかな課題解決策の提示など営業店サポートに努めて

おります。 

また、各種推進項目の対象先リストの還元、及びその後の推進サポートに努めてお

ります。 

 

エ．部会担当者 

部会担当者は、営業店から営業推進に関わる問題点を吸い上げ、部内対策協議を経

た上でその問題解決及び行動障壁の排除に努めるとともに、４部会支店長・営業リー

ダー会議や営業店への臨店を通じて、組合の営業方針や営業推進活動に関する具体的

指示事項の伝達や指導を実施しております。 

また、貸出金残高や貸出金利息の実績管理及び渉外担当職員の営業力強化に対する

サポート（各種融資商品の見込先抽出、支店長・渉外担当者同行訪問）等も併せて実施

するとともに、融資提案セールス支援、営業店の融資推進活動に資する資料（融資推進

先リスト）の作成・情報提供に努めております。 

更には、月例開催される経営強化計画進捗管理委員会においても、４部会各営業店

の営業推進活動に対する進捗状況を常勤役員へ報告し、店舗業務運営の効率化・業績

向上に向けた推進策について、本部と営業店が一体となって取り組んでおります。 

 

②営業店の活動実態把握と情報共有による改善指示 

ア．「目標管理表」の有効活用 

営業店の直近２ヶ月間の融資実行見込先を一覧できる目標管理表を毎日作成し、単

月の融資目標に対して見込先の過不足を把握し、営業推進部長及び部会担当者が融資

対象先データ等の提供や各種融資商品の見込み先抽出に係るアドバイスを行う際に活

用しております。 

また、営業店の月次貸出金残高目標に対する見込み案件がリアルタイムに確認でき

ることから、部会担当者と支店長、営業担当者間で目標達成に向けた進捗状況の確認

を行うなど営業店の実績管理にも活用しております。具体的には、月初５日までに営

業店が当月融資実行予定先を入力した後、部会担当者は内容確認及び検証を実施し、

20 日頃に融資実行予定先の中間進捗状況について確認及び指示（月内融資実行先の確

認、月次目標の達成見込み確認及び指示）、月末に当月融資実行先の検証、月次目標の

達成状況の確認及び指示を行っております。 

目標管理表の活用により、営業店と本部が適時に情報共有・連携を行う体制が構築

され、目標達成に向けて取り組んでおります。 
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また、目標管理表に加えて融資見込先管理表・大口案件保有一覧表も活用しながら、

各営業店が毎月安定的に融資見込み案件を確保できるよう、営業店・本部の双方にお

いて、見込み案件の進捗状況や月末実績予想を確認する仕組みとしております。 

 

イ．「業務日誌」の有効活用 

業務日誌は、営業店と本部との情報の共有化を主眼とし、必要に応じて本部から営

業店へ適切な対応を指示することにより、営業店業務運営の効率化及び渉外担当職員

における営業ノウハウの向上に繋がる情報ツールと位置付けております。 

具体的には、地区担当役員、営業推進部長、部会担当者は、毎朝、担当する部会内の

店舗の業務日誌の内容確認及び検証を実施して、支店長の活動状況、営業店取引先の

情報、営業店業務運営全般に亘る状況を踏まえた店舗運営管理及び指導（サポート体

制）を行っております。 

業務日誌を通じて本部と営業店が問題や顧客情報を共有化することにより、融資案

件の初期段階の推進状況や顧客の反応等を踏まえ、地区担当役員も含む本部からの適

時適切な指示が可能となり、様々な対応への初動が迅速に行える組織体制が構築され

ております。 

 

③各種会議（支店長会議、部会別支店長会議、部会別営業会議等）での検討及び協議事項 

ア．収益計画達成状況の把握、挽回策の立案、他店舗の好事例などの共有 

2025年４月より４部会に再編し、４部会支店長会議（４月・11月）、営業リーダー会

議（７月・２月）ともに年２回開催を目途に実施しております。 

４部会支店長会議開催においては、常勤役員全員の参席により実施することとし、

会議内容は部会内営業店による融資増強（営業推進計画達成に向けた取り組み、一斉

推進日における取り組み内容の検証等含む）及び営業店行動障壁（集金業務の廃止・雑

務の削減等）に係る課題について、支店長・営業リーダー同士のディスカッション形式

にすることで、常勤役員・営業推進部長・部会担当者・支店長・営業リーダーによる現

状認識・地域情報の共有、各部会における営業戦略の協議・検討を行う場と位置付けて

おります。 

 

イ．行動計画、実績、自店舗好事例、課題に対する改善策の検討など 

営業店の業務運営上の問題点・課題事項は、部会担当者が臨店時に支店長ヒアリン

グや業務日誌の記載内容等から把握しており、必要に応じて地区担当役員、所管部役

員、所管部長へ報告した後、本部にて問題解決策を協議し、営業店に回答または提議す

ることを基本に対応しております。 

更に、経営強化計画進捗管理委員会の場においても、営業店の営業推進上における

行動障壁、問題点のうち、組織的に解決する事案に関しては個別に検討協議を行うこ
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とで、早期改善に取り組むよう努めております。 

その他、業績低調を含む支店長からの店舗運営に関する相談事項については、部会

担当者がその要因を一定期間調査・検証し、解決に向けた対策を本部内（役員関与）で

協議し、適正な改善策を本部から提示することにより、問題点の早期解決及び業績向

上に繋げるよう努めております。 

また、2025 年度上期においては、営業推進部が主催する営業店職員向けの研修会・

勉強会を以下のとおり実施しました。 

 

第１回 群馬県信用保証協会勉強会 高崎北センター30名参加 

2025年７月９日 

対象者：融資役席・営業職員他 

新たな制度融資取扱いの説明および信用保証事務に係る説明を受けるとともに、グル

ープディスカッション形式にて深耕を図りました。 

 

第２回 ドコモ・ファイナンスチェンジフリー勉強会 藤岡研修センター25名参加 

2025年７月 11日 

対象者：営業リーダー 

㈱ドコモ・ファイナンス講師によるチェンジフリー取り扱いのポイントについて説明

を受けました。 

 

第３回 年金研修(年金請求書の書式変更) 92名参加 

2025年９月 17日、９月 18日（Zoom開催） 

対象者：希望者（正職員・嘱託・パート） 

営業推進部の職員が講師を務め、お客様の年金裁定請求や指定替えの際の書類やヒア

リング項目等について、オリジナル資料に基づき説明しました。 

 

④営業店の役割 

ア．店内 PDCAの徹底 

営業店は、各種営業推進ツール（目標管理表、業務日誌、Area PowerＡｒｅａ Ｐｏ

ｗｅｒ）を有効に活用し、店内で PDCA サイクルを回すことによって PDCA 訪問活動の

量的拡大及び質的向上に取り組んでおります。 

また、営業推進にあたっては主たるターゲット層（事業先・勤労者向け）を明確にし

た推進活動を実施しております。 

更に、営業店内の報告・連絡や指示命令系統を明確にし、活発な店内コミュニケーシ

ョンの醸成にも積極的に取り組んでおります。 

なお、部会担当者が臨店した際には、店内 PDCAが適切に機能しているか否かを確認
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し、不十分な点が見られた場合には、その都度、改善指導に努めております。 

 

イ．コンサルティング活動 

創業、新事業開拓、販路開拓、事業承継、経営改善、事業再生などのコンサルティン

グ活動の高度化に資するための本部各部署のサポート体制の充実に努め、伴走型の資

金繰り支援について積極的に取り組んでおります。 

また、創業、新事業開拓に向け日本政策金融公庫と連携した活動を展開しておりま

す。他にも、第一勧業信用組合と連携協定を締結し、当組合とお取引する生産者の農産

物や製品等を第一勧業信用組合が主催するイベント会場へ出店する際のサポートを行

うほか、第一勧業信用組合のお客様に紹介・販売して頂くなど、お互いの取引先の販路

開拓・拡大にも取り組んでおります。 

このほか、総合コンサルティング部による商工会青年部向け経営セミナーや事業承

継セミナーの開催、個別企業を対象とした経営改善指導、事業再生支援活動を実施し

ております。 

 

ウ．融資提案 

事業先に対しては、運転資金を中心とした資金繰り改善に向けた融資提案や設備投

資に向けた資金ニーズを的確に捉えた融資提案について、全店がスピード感を持って

取り組んでおります。 

営業推進部においても、部会担当者が店舗ごとに融資推進対象先リストを商品別に

作成し、部会担当者が主体となり、営業店と一緒になって見込先の抽出を行い、必要に

応じて支店長や営業担当者と同行訪問による OJTを兼ねた営業店サポートを図ります。 

また、個人取引先の資金ニーズを捉え、迅速な融資提案ができるよう、個人ローン商

品に関する勉強会を実施することにより、渉外担当者ごとの成約件数及び実行件数の

増加に努めております。 

 

エ．情報収集 

顧客ニーズを把握するため、日頃の訪問活動において、お取引先ごとの定性・定量情

報や地域情報の収集に努めております。 

支店長は業務日誌への記載を徹底し、営業担当者は、日々の営業活動で得られた顧

客情報を「Area Power」へ入力することを徹底し、店内における情報共有を指導してお

ります。 

また、それらの情報を随時有効活用する方法について部会担当者が営業店に対して

指導を徹底しております。 
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４．従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項 

（１）業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

①ガバナンス態勢の強化 

ア．経営監視・牽制の適正化 

当組合は、コーポレート・ガバナンス態勢の確立を経営の最重要課題の一つとして

位置づけ、定例常勤理事会、定例理事会、定例監事会による経営監視・牽制が適正に

機能する体制としております。 

 

イ．経営の客観性・透明性の向上 

本経営強化計画の進捗状況の管理・監督、経営戦略や基本方針についての客観的な

立場からの評価・助言を受け、経営の客観性・透明性を高めるため、信用組合業界の

系統中央金融機関である全国信用協同組合連合会（以下「全信組連」という。）の経

営指導を随時受けるとともに、原則年に１回、全国信用組合監査機構監査を受査し、

経営に係る助言を受けております。 

 

②経営方針の周知 

ア．理事長談話の共有 

年度初めに組合の「基本理念・経営方針」を掲げて、理事長メッセージとして役職

員へ発信しております。更には支店長会議や各部主催の会議においても同様に理事長

メッセージを発信することで職員のモチベーションや問題意識を高めており、一人ひ

とりが積極的に経営強化に貢献する組織風土の醸成に努めております。 

 

イ．役員による多頻度臨店 

地区担当役員は定例的に営業店を訪問し、日頃から接点を持つように心掛けており

ます。経営方針や具体的な施策が全役職員に浸透するよう対話を重ねているほか、営

業現場の意見を吸い上げることにより、本部と営業店が共通の問題認識を醸成してお

ります。 

 

ウ．組合年間スケジュールの共有 

支店長会議等の場で、組合年間スケジュールを公表することで本部と営業店が情報

共有を図り、役職員一丸となって業務に取組んでおります。 

 

（２）リスク管理の体制の強化のための方策 

①統合的リスク管理態勢 

業務の健全性・適切性の確保を目的として、「統合的リスク管理方針」、「統合的リスク管

理規程」に基づき、各種リスクを量的に評価することで当組合全体のリスクの程度を判断
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し、これを経営体力（自己資本）と比較・対照する統合的リスク管理を実施しております。 

具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等について、所管部署

が各リスク量を把握・評価し、統合的リスク管理の統括部署であるリスク統括部にて取り

まとめのうえ評価・分析を行い、月次開催の ALM委員会にて報告・協議しております。 

また、アラームポイントを超過するこれらのリスクが発生した場合は、統合的リスク管

理担当役員に報告するとともに、速やかに常勤理事会等に報告するものとし、経営陣が適

切に評価・判断できる体制強化に努めております。 

 

②信用リスク管理態勢 

信用リスク管理方針、信用リスク管理規程等を整備し、クレジットリミットを設定する

など、大口与信集中及び業種集中リスクの管理を徹底するとともに、「理事長案件審査会」

及び「対応方針検討協議会」の適切な運用に努め、個別与信の審査・管理を徹底してまいり

ました。また、経営に大きな影響のある「大口与信先上位 20先」、「未保全大口上位 20先」、

「ダウンサイドリスク先」の現況について、リスクを把握、管理資産劣化を予防するため、

四半期毎に役員報告することで、役員の関与強化を図る体制をとっております。 

2025 年上期においては、債権の再生支援と処分の見極めに注力したことから、金融再生

法開示債権残高のうち正常債権を除いた不良債権額は期首対比 804 百万円増加し、不良債

権比率は 0.43 ポイント上昇となりました。今後も不良債権処理を着実に進めるとともに、

新たな信用コストの発生を抑制するため、引き続き信用リスク管理態勢を強化してまいり

ます。 

 

③市場リスク管理態勢 

「市場リスク管理方針」、「市場リスク管理規程」及び「余資運用規程」に基づき策定（理

事会の承認）する年度ごとの有価証券運用方針・運用計画に沿って運用を行っております。 

今後とも安全性を重視した運用に努め、リスクの高い仕組債等の運用は行わない方針で

す。 

また、リスク量は、VaR計測や10BPVにより管理を行っているほか、ALM委員会においてリ

スクリミットを制定し、経営陣がリスク量について適切に評価・判断できる体制としてお

ります。 

 

④流動性リスク管理態勢 

流動性リスクを適切に管理するために「流動性リスク管理方針」「流動性リスク管理規程」

を整備し、「平常時・懸念時・緊急時」の資金繰り逼迫区分により、資金繰りを管理してお

ります。また、日次、週次、月次で資金繰りの動きをモニタリングし、資金ポジション状況

を「資金ポジション管理表」により常勤役員に毎週報告するほか、「流動性リスク指標に伴

う報告」により四半期ごとに常勤理事会に報告しております。 
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⑤オペレーショナル・リスク管理態勢 

当組合では、本部による営業店向けの研修や臨店指導を通じて、職員の事務処理能力の

向上を図り、事務管理体制の強化を進めております。また、独立性を確保した監査室による

定例検査を年１回以上実施し、監査を受けた部署は監査指摘事項に対する原因分析や改善

対応策を検討し、リスク対策を行っております。その他、営業店においては毎月自店検査を

実施しており、日常業務において、常に相互牽制が働く体制の構築と不正および事務事故

の発生防止に努めております。 

オンラインシステム障害の未然防止については、信用組合業態の共同センターである SKC

センターと協調し、万全を期すことにより、セキュリティー要求水準に応じた明確なリス

ク軽減策を講ずるように努めています。また、定期的に SKC センターによる全国的なオン

ラインシステム障害を想定した被災訓練に当組合も参加し、バックアップシステムへの切

替えが正常に行われることを確認しており、オンラインシステムの安定稼動が実証されて

います。 

イントラネットシステムについては、サイバー攻撃に対する対応を厳格に行うため、内

閣サイバーセキュリティセンターが実施するサイバー演習「全分野一斉演習」に経営陣・各

担当部署が参加し、実際の事案発生を模擬することにより、「サイバーセキュリティ対応手

順書」に従って、組織的な対応力のチェックを実施しながら、障害発生時の緊急事態に備え

た演習の有効性を確認した上で、組合業務運営の円滑化につなげております。  

また、全役職員を対象とした標的型メール訓練を実施し、役職員のメールリテラシー向

上を図っております。 

さらに、年１回、監査法人によるシステム監査、サイバーセキュリティ専門会社によるペ

ネトレーションテストを受け、実効性のあるシステム構築並びに検証を行っております。 

 

⑥危機管理態勢 

当組合は「危機管理規程」を制定（2012年 11月）し、危機管理に関する大綱を定める

とともに、危機管理態勢の体系図のとおりリスクを区分しております。リスク統括部は、

危機管理に係る統括部署として、この規程に基づき取組んでおります。 
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【危機管理態勢の体系図】 

リスクの区分 リスクに応じた BCP関連要領等 

危
機
管
理
規
程 

 
Ⅰ．自然災害 地震・火災・台風・停電・風水害等の対応要領 

 

Ⅱ．大規模システム障害 コンティンジェンシープラン 
 

Ⅲ．風評 
風評リスク・ペイオフリスク・流動性リスク等の対応

要領  

Ⅳ．パンデミック 
新型インフルエンザ等（新型コロナウイルス）の行動

計画  

Ⅴ．その他 
情報漏洩、サイバー攻撃、強盗・犯罪行為等人的災害

等の対応要領  

 

（３）法令遵守の体制の強化のための方策 

 法令等遵守を組合経営の最重要課題の一つとして位置づけ、法令等遵守方針及び法令等

遵守規程を制定し、これに基づき法令等遵守態勢の構築・推進に努めております。 

①コンプライアンス委員会 

常勤理事会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係

る取組状況、違反事案、苦情事例などを審議しております。また、この審議結果は全役職員

へ普及・徹底するため、下部組織の「コンプライアンス普及委員会」及び「コンプライアン

ス・オフィサー会議」において説明し、協議を重ね周知徹底を図っております。 

「コンプライアンス委員会」を 2025年度は７月、10月の計２回開催いたしました。 

 

②コンプライアンス統括部署 

コンプライアンス態勢を統括して、コンプライアンスの推進状況を一元的に管理するた

め、リスク統括部をコンプライアンスの統括部署とし、以下のとおり取組んでおります。 

ア．コンプライアンスに対する意識の向上 

役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法を示した手

順書としてコンプライアンス・マニュアルを制定するとともに、法令等の改正に則っ

た内容とするため、毎期、年度末までに見直しを実施し新年度に改訂版を発行してお

ります。なお、2020年７月より、名称を「信用組合の社会的責任とコンプライアンス」

に変更のうえ発行しております。 

 

イ．コンプライアンス・プログラムの策定・見直し及び同スケジュールの進捗管理 

コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画として、「コンプライアン

ス・プログラム」を策定するとともに、コンプライアンスへの取組みの強化・徹底を図
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るため、プログラム実施項目及び同スケジュールの見直しを、毎期、年度末までに実施

しております。また、同スケジュールに基づく進捗状況は月次単位で管理しておりま

す。 

 

ウ．コンプライアンス・モニタリング臨店の実施 

コンプライアンスの推進状況に係るモニタリング及び指導を目的として、全営業店

（出張所を除く）を対象とした臨店を実施することとしております。2025 年度につい

ては、７月（４店舗）、９月（２店舗）、10 月（３店舗）の計３回、９店舗で実施いた

しました。 

 

エ．コンプライアンス・プログラムの進捗状況等の常勤理事会への報告 

コンプライアンス・プログラムの進捗状況、コンプライアンスに係る苦情等、その他

コンプライアンスに係る事項については、常勤理事会へ報告しております。 

 

③営業店長とコンプライアンス・オフィサー 

営業店長は、コンプライアンスの管理監督の責任者として、所属部署内のコンプライア

ンスの職場風土醸成と風通しの良い職場環境の整備に努めております。 

また、営業店におけるコンプライアンス責任者として、営業店長が推薦した管理職を理

事長がコンプライアンス・オフィサーに任命し、所属部署での日常業務におけるコンプラ

イアンスの状況を把握・点検するとともに、その結果をコンプライアンス統括部署に報告

し、営業店長との相互牽制を図る体制としております。 

 

④監査室による内部管理体制 

内部監査の実効性向上のため、営業店監査は監査室全員（４名）と監査トレーニー２名体

制にて行い、本部監査については、主に対外的な報告が必要な項目を対象として、内在する

リスクに応じた監査を実施しております。 

 

ア．2025年度営業店の内部監査は、2014年度から実施しているターゲット監査やテーマ別

監査を継続し、上期においてフルバンキング形態の 10店舗に対して監査を実施いたしま

した。 

また、監査指摘事項に軽重（重要指摘事項とそれ以外等）を付けて優先改善事項を明確

にするとともに、被監査店の改善結果については立入から６ヶ月後にフォローアップ監

査を実施して改善状況を確認しております。 

 

イ．2025 年度上期の本部監査は管理態勢のプロセス監査を中心に、以下の５項目を実施い

たしました。 
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ａ．信用協同組合代理業遂行状況（外国為替業務） 

ｂ．資産自己査定結果の正確性及び償却・引当結果の適切性 

ｃ．財務諸表の適切性 

ｄ．マネロン・テロ資金供与対策及び拡散金融の管理態勢 

ｅ．名寄せデータ整備と預金保険料納付及び振り込め詐欺被害回復分配金の適切性 

 

⑤内部通報制度 

組合内の自浄作用を高め、組織内に潜在化している法令違反や不正行為を顕在化させ、

不祥事件等の未然防止を図り、組織内の相互牽制体制の強化と不正行為の抑止を図るため、

内部通報制度を活用しております。 

なお、本制度が有効に活用されるよう、通報者の保護を徹底するとともに、受付窓口は

「リスク統括部」と「顧問弁護士事務所」の２つの窓口を設置し、体制を整備しておりま

す。 

 

⑥反社会的勢力への対応 

当組合は、反社会的勢力排除のため、「反社会的勢力に対する基本方針」「反社会的勢力対

応管理規程」「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力との取引の未然防止

を含めた一切の関係遮断に向けた態勢の構築に取組んでおります。 

また、四半期末ごとにスクリーニングを実施し、この結果は常勤理事会で常勤役員に報

告しているほか、システム対応として、反社会的勢力に関する情報を参照可能とする「SAML

システム」を導入し、組合内で情報の共有化を図るとともに、反社会的勢力との取引防止・

遮断に向けた態勢を構築しております。 

なお、反社会的勢力に関する情報については、全国銀行協会提供のデータや組合収集の

データを随時同システムに取込むことにより、情報を集約しております。 

 

⑦顧客保護等管理態勢 

顧客の保護及び利便性の向上を図り、業務の健全性及び適切性の確立を目的として顧客

保護等に関する方針・規程類を制定し態勢を整備しております。 

また、顧客等からの相談・苦情等を受け付ける「お客様相談室」をリスク統括部内に設置

し、顧客サポート等の適切性及び十分性を確保し実効性あるものとすべく取組んでおりま

す。 

 

⑧マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止態勢の強化 

マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策態勢の強化を図るため、商品・

サービス、取引形態や顧客属性等に応じてマネロン等リスクを特定・評価、当該取引商品・

サービスや顧客属性を類型化したうえで当該リスクへの低減措置を講じております。マネ
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ロン対策に係る実効性の向上のため、更にマネロン対応を強化し、継続的顧客管理に取組

んでまいります。 

 

（４）経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

①全信組連による経営指導、全国信用組合監査機構の監査受査 

経営に対する評価の客観性を確保するため、信用組合業界の系統中央金融機関である全

信組連の経営指導を定期的に受けるとともに、原則年に１回、全国信用組合監査機構監査

を受査しております。 

これにより、当組合の経営戦略や基本方針について客観的な立場で評価・助言を受け、

経営の客観性・透明性を高めるよう努めております。 

 

②経営諮問会議 

2013 年 11 月に、理事会の諮問機関として、外部有識者から構成される「経営諮問会議」

を設置いたしました。 

本会議は、地元経済界、法曹界等外部有識者より経営全般について助言・提言をいただ

き、これを経営に反映させることにより、経営の客観性・透明性を確保し、コーポレート・

ガバナンスを強化することを目的としており、2014 年１月より 2025 年９月まで半期ごと

に、これまで 24回開催いたしました。2025年９月の当会議においては、企業経営全般の支

援、人材の育成といった有益な助言や提言をいただき、当組合の経営に活かしております。 

なお、2025 年９月末における外部有識者の構成は、大学教授１名、弁護士１名、地元経

済界から３名の合計５名となっております。 

 

（５）情報開示の充実のための方策 

①「ディスクロージャー・ポリシー」の制定・公表 

情報開示に関する基本方針として、「ディスクロージャー・ポリシー（情報開示に関す

る基本的な考え方）」を制定・公表し、適時適切かつ透明性の高い情報開示を行っており

ます。 

 

②情報開示に関する基本的な考え方 

お客様・組合員の皆様に当組合の経営に対する理解を深めていただき、経営の透明性を

確保することを目的として、迅速かつ充実した経営情報を開示するとともに、積極的な営

業活動に取組んでおります。 

今後とも、ディスクロージャー誌については、決算期ごとに法令で定められた開示内容

以外に、基本理念、リスク管理態勢、コンプライアンス管理態勢の状況をはじめ、地域貢献

に関する情報等、当組合を理解していただくための経営情報を分かりやすく伝えられるよ

うに作成し、店頭に備え置くほか、当組合のホームページ上でも公開いたします。なお、９
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月期においても経営内容に関するレポートを作成し、ディスクロージャー誌と同様の方法

で開示しております。 

 

５．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域におけ

る経済の活性化に資する方策 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域にお

ける経済の活性化に資するための方針の進捗状況 

2025 年度上期においても、経営強化計画で掲げる貸出金利息を確保するにあたり、中小

規模事業者等の資金繰りの円滑化支援に向けた組合方針に基づき、群馬県制度融資やプロ

パーの事業性商品の推進強化に取り組んだ結果、2025 年９月末の中小規模事業者向け貸出

残高は 124,127 百万円、計画比では 8,127 百万円上回り、始期比においても 8,899 百万円

上回る実績となりました（バーゼルⅢ適用［最終化］に伴う業種コード変更処理による増加

が 5,198百万円）。また、中小規模事業者向け貸出比率は、中小規模事業者向け貸出残高が

増加したこと等により計画 37.44％に対して実績 41.94％と計画比 4.50 ポイント上回りま

した。 

経営改善支援等取組みにつきましては、インフレの影響や、円安の影響等を踏まえ取引

先の経営相談、創業・新規事業開拓支援のほか、担保・保証に過度に依存しない融資推進に

積極的に対応した結果、経営改善支援等取組先数は、計画比 71先増加しました。 

また、経営改善支援等取組率につきましては、計画 91.32％に対して実績 91.31％となり

計画比 0.01ポイント下回りました。 

当組合ではこれまで以上に取引先への経営改善支援を強化し、着実に計画を履行できる

よう努めてまいります。 

 

《中小規模事業者向け貸出残高の推移》               （単位：百万円、％） 

 2024/3期 

（計画始期） 

2025/9期 2024/3

実績対比 

2026/3期 

計画 計画 実績 計画対比 

中小規模事業者 

向け貸出残高 
115,228 116,000 124,127 ＋8,127 ＋8,899 116,400 

総資産額 303,275 309,757 295,954 △13,803 △7,321 309,990 

中小規模事業者 

向け貸出比率 
37.99 37.44 41.94 ＋4.50 ＋3.95 37.54 

（注）・中小規模事業者向け貸出比率 ＝ 中小規模事業者向け貸出残高 ÷ 総資産 

・中小規模事業者向け貸出とは、協同組合による金融事業に関する法律施行規則別表第１における「中小企業等」から
個人事業者以外の個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出を除外したもの 
政府出資主要法人向け貸出及び特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出及び地方住宅供給公社向け貸出等、大企業

が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに係る SPC向け貸出、その他金融機能強化法の趣旨に反する
ような貸出 
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《経営改善支援等取組み推移》                     （単位：先、％） 

 2024/3 期 

（計画始期） 

2025/9 期 

計画 

2025/9 期 

実績 
計画対比 

2024/3 実績 

対比 

経営改善支援等取組先数 2,908 2,746 2,817 ＋71 △91 

 創業・新規事業開拓支援 391 392 397 ＋5 ＋6 

経営相談 354 352 218 △134 △136 

早期事業再生支援 74 74 74 ±0 ±0 

事業承継支援 80 20 19 △1 △61 

担保・保証に過度に依存し

ない融資推進 
2,009 1,908 2,109 ＋201 ＋100 

期初債務者数 3,185 3,007 3,085 ＋78 △100 

支援取組率 91.30 91.32 91.31 △0.01 ＋0.01 

（注１）・期初債務者数とは、「日本標準産業分類」の大分類に準じた業種別区分に基づく「地方公共団体」「雇

用・能力開発機構等」「個人（住宅・消費・納税資金等）」を総債務者数から除いた数といたします。 

・「経営改善支援取組先」は以下の取組み先といたします。 

（１）創業・新事業開拓支援先 

信用保証協会保証付｢創業者・再チャレンジ資金｣｢前橋市企業家独立開業支援資金｣｢高崎市独立開業

資金｣｢高崎市独立企業家資金｣またはプロパー資金による創業・新事業を取り扱った先 

創業５年以内の創業者への諸支援活動実施先 

（２）経営相談先 

   対応方針検討協議会の方針に基づく継続的な経営相談を実施している先 

（３）早期事業再生支援先 

   総合コンサルティング部が直接関与を行い継続して経営改善支援を実施している先 

（４）事業承継支援先 

事業承継に係る相談に対し助言等を行った先 

（５）担保・保証に過度に依存しない融資推進先 

「特別経営支援資金」「特別経営支援資金Ⅱ」「スーパーエクセレントローン」を取り扱った先を計

画とします。 

（注２）「創業・新規事業開拓支援」「事業承継支援」「担保・保証に過度に依存しない融資推進」は各年度の

計画としているため、各９月期については前年度９月期実績（目標）と同程度または上回る目標設定

としております。 

 

（２）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策の進捗状況 

①中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

当組合の 2025 年９月末現在の貸出金残高における主な業種構成については、不動産業

24,792百万円(構成比 15.36％)、製造業 21,948百万円(構成比 13.60％)、建設業 21,187百

万円（構成比 13.13％）、卸売業・小売業 13,035 百万円(構成比 8.08％)の状況であり、県

内各営業地域（商工業都市部・郡部・山間部）において主要業種は異なっております。 

2025 年９月末時点の県内各地域の景況については、エリアごとに強弱がある状況にあり

ます。 

県東部地域においては、製造業が多い地域であり、その中で自動車関連の取引先が多い

状況です。特に（株）SUBARU 関連の下請けが多い地域であり、同社の生産体制による影響
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に左右される取引先が点在しております。現在は、以前のような半導体の部品供給が追い

付かないことによる生産調整は解消されております。 

しかし現時点では、米国関税措置の影響は、懸念されていた米国関税の税率が 15%に落ち

着いたものの、減益を見込む企業が存在するなど、関税措置の影響が顕在化し始めており

ます。 

圏央・南部地区では、当組合の中でも比較的取引シェアの高い業種である不動産、建設、

卸売・サービス業においては、コロナ前の売上水準に戻ってきております。 

一方、卸売・サービス業の中には、燃料・物価高騰等の影響を受け、原材料仕入原価率が

上昇し営業利益面の低下が見受けられる状況にあります。 

県内商工業都市部（高崎・前橋・藤岡・伊勢崎・太田地区内）では不動産物件売買、土木

工事、建物新築・分譲住宅販売、住宅リフォーム、商業テナント設備投資等の資金ニーズが

高まりつつあり、今後も需要拡大が見込まれます。 

特定地域(高崎市内および近郊地域)の地価の上昇により不動産物件の売買、アパート・

マンション建設量が活況であり、地元不動産業者による資金ニーズは高まっております。 

また、県北部地域（伊香保温泉含む）の観光関連事業先においては、業況は堅調な推移と

なっております。 

今後の見通しとしては、県内観光地は、コロナ以降の回復傾向が目覚ましい状況であり

ますが、製造業・運送業・飲食業をはじめ多業種に亘り、人材不足や材料・燃料コスト上昇

負担の影響が今後増していくと予想されます。特に、全産業において人材不足の問題は続

き、人材確保のための賃上げに対するコスト負担は、更に増していくと思慮しております。 

また、為替相場の動向は、現時点では円安になっておりますが、先行きは不透明であり、

国内生産・販売以外の産業では、為替動向次第により収益に対する影響が大きい状況です。 

依然として、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエル・パレスチナ紛争等地政学リスク

が長期化しており、企業経営環境の先行き不透明感の一面も見られることから、地域全体

の景況が完全な回復基調に至るには相応の時間を要し、今後の世界情勢次第では企業業績

悪化も懸念材料として残存しております。 

以上を踏まえた当組合の各営業エリアにおける信用供与の取組については以下のとおり

です。 

 

ア．北部（吾妻）地区 

小口多数化を念頭に置き、プロパー融資（グッドウイルローン・特別経営支援資金Ⅰ

及びⅡ・短期継続資金・ビジネスカードローンⅡ等）、保証協会付制度資金（市町村小

口・県小規模経営サポート資金等）を主力商品として、既存の事業取引先を中心とした

融資営業活動に取り組んでまいります。 
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イ．圏央・南部地区 

当組合の中でも比較的取引先シェアの高い業種である不動産、建設事業先が多く、

直接的な国内外の経済情勢による影響（売上高減少・物流停止等）を受ける事業先は限

定的であり、これまでの業況は全般的に常態維持されております。 

特に、県内商工業都市部（高崎・前橋・藤岡、伊勢崎・太田地域も含む）では不動産

物件売買、土木工事、建物新築・分譲住宅販売、住宅リフォーム、商業テナント設備投

資等の資金需要が高まりつつあり、今後においても前項の各主要業種に対する資金ニ

ーズの高まりがさらに期待されます。 

当地区においては、他金融機関との融資競合が激しい地域特性もあることから、当

組合の融資基本方針である取引先からの様々な融資相談にスピード感を持って対応す

ることを念頭に置きながら他行との差別化を図り、今後においても融資増強に取り組

んでまいります。 

 

ウ．東部地区 

前述のとおり（株）SUBARU 関連の下請けが多い地域であり、同社の生産体制による

影響に左右される取引先が点在しております。 

当地区においては、今後、様々な社会経済情勢の影響（ロシア・ウクライナ情勢、イ

スラエル・パレスチナ情勢、為替動向等）にも柔軟に対処出来る様に、経営の安定化を

踏まえた資金繰り支援（経営相談業務・経営改善支援業務の拡充）及び各種金融サービ

ス機能の拡充（融資商品の情報提供・利用提案、各種補助金助成金の情報提供・申請サ

ポート）を最優先にして地域内中小規模事業者の支援に取り組んでまいります。 

 

②担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応 

した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

ア．特別経営支援資金等への取組み 

特別経営支援資金については、2018年度より融資限度額を従前 10 百万円から 20 百

万円に引き上げたことにより、既存の同資金利用先の利便性向上にも繋がり、当組合

のプロパー資金の中でも、主力商品として位置付けております。 

各営業店の融資商品対象先リストを基に案件の掘り起こしを行うため、当該リスト

の活用による渉外担当者の推進が図られ、融資獲得に繋がっております。 

 

イ．ビジネスローン等への取組み 

ビジネスカードローンは、当組合の収益確保の観点からも推進強化商品としており、

2025年度におきましても継続的な取り組みを実施しております。 

本商品の推進においては、口数及び極度額の増強はもとより、利用率の改善を図る

ことにより総体的な利用残高の底上げに繋げることで貸出金利息の増収施策の一つと
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して引き続き取り組んでまいります。 

 

ウ．経営者保証に関するガイドラインの活用 

中小企業の経営者による個人保証について 2014年２月から「経営者保証に関するガ

イドライン」が適用されていることに鑑み、当組合では、経営者保証に依存しない融資

の一層の促進に努めるとともに、経営者保証の契約時の適切な対応、及び既存の保証

契約の適切な見直しに努めております。また、2022年 12月に策定された「経営者保証

改革プログラム」の内容を踏まえ、経営者保証有で融資した先に対しては監督指針に

基づき適切な説明を行っております。 

2025年度上期の「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況については、「新規

に無保証で融資した件数：195件」うち「法人に無保証で融資した件数：121件」、「保

証契約を解除した件数：12件」、新規融資件数 1,291件に占める経営者保証に依存しな

い融資の割合 15.10％、新規に有保証で融資した件数のうち監督指針に基づき適切な説

明を行い記録した件数 1,096 件、新規融資のうち監督指針に基づき適切な説明を行っ

た割合 100.00％となっております。尚、「ガイドラインに基づく保証債務整理の成立」

の活用はありませんでした。 

 

③中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 

ア．コンサルティング機能の発揮 

ａ．事業性評価 

資金供給にとどまらない本業支援や、事業者に対する最適なソリューションの提

案は事業性の理解が不可欠と考えております。事業性評価の定着を図るため、事業

性評価シートや業種の理解を深めるツールを導入しましたが、シート作成やツール

の活用が限定的という課題がありました。課題解決に向けて、2025 年度上期に実施

した内部研修のカリキュラムに事業性評価を組み入れるなど理解を深める取組を実

施しており、通常業務から離れた環境で集中的に実施する効果は高く、引き続き内

部研修などを活用し浸透を図ってまいります。 

 

ｂ．創業支援 

創業支援に係るコンサルティング機能の発揮としては、営業推進部内に配属した

部会担当者が中心となり、2018 年度より日本政策金融公庫との連携活動に取組んで

おります。日本政策金融公庫とは、従来からある創業支援に係る融資商品の改定を

行うほか（創業支援資金みらい）、新規創業・第二創業支援に対する情報交換を密に

取り合うことで、単独では対応が難しい融資案件も協調融資により幅広く対応でき

る体制を構築しております。また、既存事業の衰退等により新たな事業展開を検討

している先に対しては、取引先事業者の強みを客観的に評価する「事業性評価シー
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ト」による事業性評価結果と新規事業開拓支援を結び付けた取組みができるよう、

取引先の事業支援に組合組織全体で携わってまいります。 

 

ｃ．本業支援 

取引先事業者からの本業支援を望む声は多く、内容も人材の問題やビジネスマッ

チング、補助金や支援制度の紹介など多岐にわたっております。専門分野は、外部機

関や専門家と連携して対話と傾聴を重んじ、コンサルティング機能の発揮に努めて

おります。 

 

ｄ．商工会連携 

2025 年９月末時点で商工団体連携先は７先となっております。2025 年度上期は、

「高崎商工会議所」と連携し、当組合職員を対象とした補助金の勉強会を実施しま

した。また、「中之条商工会」の青年部会員を対象に金融セミナーを開催しました。 

 

イ．外部機関との連携等によるコンサルティング機能の強化 

多くの公的機関をはじめ、現在は３社の民間コンサル系事業者と契約を結び取引先

事業者の課題解決に向けコンサルティング機能の発揮に努めております。また公的機

関である「よろず支援拠点」と共催で「個別経営相談会」を定期的に実施しており、

2025年度上期は太田地域を対象に開催し５社の参加がありました。2025年度下期につ

いても中小企業基盤整備機構や事業承継・引継ぎ支援センターなどと連携し開催を予

定しております。 

 

ウ．事業承継支援及び M&Aの取組み強化 

事業承継に係る事業者への動機づけを目的に「中小企業者のための事業承継セミナ

ー」を定期的に開催しており、2025 年度上期は高崎地域で開催し、13 社 15 名の参加

がありました。 

 

エ．事業再生ファンドの活用促進 

主な活用ファンドは、「ぐんま中小企業再生ファンド」及び「しんくみリカバリ」で

あり、担当部が中心となり活用先の検討を進めてまいります。 

 

（３）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

①創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能強化のための方策 

2021 年度から当組合と西海みずき信用組合（長崎県）は、取引先の販路開拓や売上増加

のための支援活動について協力しております。 

お互いの取引先に対し、販路開拓のためのビジネスマッチングを実施し、これまで当組
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合取引先７先を西海みずき信用組合に紹介しております。また、相互のホームページにて

取引先を紹介する「みらいみずきマーケット」を立ち上げる等、様々な角度から取引先の販

路開拓に向け協議を行っております。 

 

②経営に関する相談その他の取引先（個人事業主を含む）の企業に対する支援に係る機能の

強化のための方策 

営業店と本部、また本部内の情報共有体制強化を図っており、本部連携による内部研修

を 2025年９月に実施するなど、支援体制の強化につながる人材育成に努めております。 

また、信用保証協会利用先については、信用保証協会と情報共有を緊密に行うとともに、

年一回程度開催する「情報交換会」において、目線を合わせ取引先に対しソリューションの

提案を行っております。さらに、早期着手に向け、インセンティブとして制定した「事業者

伴走支援活動評価」制度を浸透させ、能動的な取り組みを進めております。 

 

③事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

従前より実施している「中小企業経営者のための事業承継セミナー」の継続開催及び職

員の意識づけとして、事業承継に係る「説明会」や「内部研修」の開催を検討しております。 

 

６．経営強化に伴う経費に関する事項 

（１）人件費 

人件費については、コア業務純益の確保を最優先として極力抑制した水準に止めており

ますが、職員の確保・モチベーションの維持向上に配慮しつつ、店舗政策に併せてパート

職員の採用等、人件費の削減の抑制に積極的に取り組んでおります。今後も業務の合理化

と生産性向上に努めてまいります。 

賞与の支給においても、抑制した水準に止めておりますが、経済状況の変化や職員のモ

チベーションの維持・向上等を勘案して支給水準を決定しております。2025年度は前年度

の基準を踏襲し、人件費計画の範囲内で支給しております。 

また、役員賞与については、現在支給しておりませんが、引き続き期限を定めず当面の

間支給しない予定です。 

 

【職員の推移】                           （単位：人） 

 2024年 3月期 

計画始期 

2025年 3月期 

実績 

2025年 9月期 

実績 

2026年 3月期 

計画 

2026年 3月期 

計画対比 

職員数 239 231 239 217 ＋22 

人件費 1,430 1,386 666 1,342 △676 
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（２）物件費 

2025年９月期における物件費実績は 514百万円となり、2026年３月期の計画 1,053百万

円に対する消化率は 48.81％となっております。 

不要不急品の購入を控え、営業店ごとの物件費予算管理を徹底することで、物件費の圧

縮を図り、計画の達成に努めてまいります。 

なお、2025 年度上期においては、高崎北センター新築に係る支出のほか、老朽化した店

舗の修繕・改修工事を実施しました。今後も優先順位を考慮のうえ、計画的な資産更改を進

めてまいります。 

 

７．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

（１）経営管理に係る体制 

理事会は「内部統制基本方針」のほか、これに基づく「法令等遵守規程」、「顧客保護等

管理方針」及び「統合的リスク管理規程」を制定し、その重要性をあらゆる機会を通じて全

役職員に対して周知徹底することにより、適切な業務運営の確保に努めております。 

また、内部監査方針を改訂するとともに内部監査規程を制定し、監査室は理事長直轄の組

織として独立性を確保しております。 

なお、監査室による内部監査は 2025 年３月開催の第 125 回理事会の承認を受けた「2025

年度の内部監査計画書」に基づき概ね実施できており、監査結果を所管部署へ報告し、部室

長連絡会等で被監査部門への指導を依頼するとともに諸規程改廃の検討並びに業務の処理

方法等について改善指導を要請しております。 

更に営業店監査には、営業店の事務指導に役立てるため、トレーニーとして営業店職員２

名を受け入れ、トレーニー参加者に対する事務指導の能力向上等に繋がっております。 

 

（２）各種のリスク管理の状況 

各種リスク全般を管理する「ALM委員会」の組織体制、信用リスク管理、市場リスク管理、

流動性リスク管理、オペレーショナル・リスク管理態勢については、「４．（２）リスク管

理の体制の強化のための方策」に記載のとおりです。 

 

以 上 


